
住　　所　： 津島市西柳原町１丁目１４番地（愛知県海部総合庁舎１階）

★副業を始めるにあたり、マニュアル代・登録料・手数料等、様々な名目で

　費用を求められたら注意しましょう。

消費生活相談はまずはお電話で 海部地域消費生活センター

　　0567-23-0150　まで

対　　象　： 海部地域の市町村に在住・在勤・在学の方

ＳＮＳをきっかけとした副業や儲け話のトラブルにご注意を!!

★トラブル回避のポイント★

★誰でも簡単に稼げる方法はありません。

相談日時　： 月曜から金曜　９：００～１６：３０※国民の祝日と１２月２９日～１月３日を除く

海部地域消費生活センターニュース
令和５年６月号

相
談
員

きっかけ

•消費者のSNS上の投稿やコメントに相手から連絡がある

•SNS上の簡単に副業で稼いだとの投稿を見て消費者から連絡をする

•SNS上にスマホひとつで簡単に儲かるとの広告が出る など

連絡する
と…

•無料メッセージアプリ（LINE等）の登録を相手から勧められる

LINE等で
つながる
と…

•アプリに簡単に収入が増えたとの画像等が頻繁に届く

•興味を抱くと、ノウハウが分かるマニュアルを数千円で購入するよう案内される

•数千円で入手できるならと、クレジットカード等で決済する

数千円の
決済をす
ると…

•電話で詳細説明を行うための日時を予約するように指示される

•電話で通話しながら、高額なサポート契約を勧められる

•電話で指示を受けながら、アプリに届いた決済URLから高額決済を行う

副業を始
めようと
しても…

•決済後、インターネット上で無料で閲覧できる程度の内容のPDFが
届くだけで、説明のように稼げない事に気付く

被害に遭っ
たと気づい
ても…

•相手に苦情を伝えても、のらりくらりとかわされ
そのうち連絡がつかなくなる


